
3

多
賀
城
市
山
王
千
刈
田
遺
跡
の
木
簡
に
つ
い
て

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

平

JII 

南



ー
、

文
． ．  

餞 □ 直 右

馬 大

収 臣 国 臣

文 阿］ 文 口t

馬5ロ

長
さ（
五
五
mm)
X
幅
三
六
mm
x
厚
さ
八
mm

一
、

状

緬

5cm ゜

こ
の
木
簡
は
題
箋
軸

と
よ

ば
れ
る
も
の
に
属
す
る。
短
冊
形
の
一
枚
の
板
か

ら
削
り
だ

し
て
題
箋

部
と
軸

部
を
作
る。
こ
の
木
簡
は
軸

部
が
根
元
か

ら
欠
損

し
て
い
る。
題
箋

部
は
片
面
は
右
下

部
と
左

側
面 、
も
う
片
面
は
右

上
部
と
右

側
面

が
そ

れ
ぞ

れ
袂
り
取
ら

れ
た
よ
う

に
木
簡
面

が
ほ

と
ん
ど
失
わ

れ
て
い
る。

材
の
保

存
状

況
も
そ

れ
ほ
ど
よ
い

と
は
い
い

が
た
い。
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三 、
内

容

題
箋
両
面
の
内
容
は
全

く
同
文
と

判
断
で
き

る。
正
倉
院
文
書
中
の
題
箋
の

例
に
も、
表
裏
同
文
の
も
の
は
数
多

く
み
い
だ
せ

る。
上
記
し
た
よ
う

に
木
簡

面
の
但
み

が
甚
だ
し
い
が、
幸
い
表
裏
同
文

で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き

た
の
で

両
面

を
相
補
っ
て
完
全

な
釈
文

を
付
す
こ

と
が
可
能

と
な
っ
た。

「
右
大
臣」
は
太
政
官
の
長
官

で
左
大
臣
に

つ
ぐ
重
職

で
あ
る。

文
字
ど
お
り
餞
別
の

こ
と
で、

「
餞」
は

「
餞」

を
「
新
撰
字
鏡
J

(
わ

が
国
現
存
最
古

の
字
書、
八
九
二
年
選
述 、
九
0
0
年
増
補）
に
よ

れ
ば 、

（
う
ま
の
は

な
む
け）
」

と
訓
ん
で
い
る。
し
た
が
っ
て、

「
馬
乃
鼻
牟
介

の
た
め
の
馬
の
こ
と
で
あ
る。

「
餞
馬」
は
餞
別

「
収
文」
は
通
常、
諸
国
の
頁
納

物
に
対

す
る

中
央
の
役
所
の
受
取
状
の

こ
と
と
し
て
用
い
て
い
る。

全
体
の
内
容
に
つ
い
て
は 、
次
の
三
通
り

の
解
釈

が
成
り

立
ち
得

る
で
あ
ろ

r
?o
 陸

奥
守
に
任
命
さ

れ
た
者

が
陸
奥
国
下
向
に
先

立
っ
て
右
大
臣
に
挨
拶

を

行
い、
そ
こ

で
右
大
臣
か

ら
餞
別
の
馬

を
送

ら
れ
た。

〈
参
考〉
「
日
本
紀
略
j

天
元
三
年
（
九
八
O)

七
月
二
十
五
日
粂

太
政
大
臣
二
於
職
曹
司
[
i―
出
羽
守
源
致
遠
赴
任ー
有
I―
和
歌一

当
時、
陸
奥
国
の
按
察
使
は
大
納
言
ま

で
は
兼
任

し
て
い
る
が、
右
大
臣

に
昇
進
す
る
と、
按
察
使
の
職

を
辞
す
る
の
が
常

で
あ
っ
た。
そ
こ

で
陸
奥
国

②
 

守
は、
東

北
地
方
の
最
高
行
政
官

“
按
察
使”

が
右
大
臣
に
昇
進
す
る
に
あ
た

っ
て
餞
別

と
し

て
陸
奥
国
の
最
高
の
贈
り

物
・

馬
を
進
上
し

た
と
考
え
ら
れ
る。

も
ち
ろ
ん、
按
察
使
は
在
京

し
て
い
る
が、
陸
奥
国

を
任

地
と
す
る
建
前
か

ら



一
種
の
儀
礼
と
し
て
右
大
臣
へ

の
貢
馬

を
”

餞
（
う
ま

の
は

な
む
け）
”
と
表

現
し
た
の
で
あ
ろ
う。
陸
奥
国
守
か
ら
餞
別

の
馬
が
都

の
右
大
臣
家

に
送
ら

れ

そ
の
収
文
（
受
取
状）
が
陸
奥
国
司
宛

に
送

付
さ

れ
た
と
考
え
ら

れ、
そ

の
一

連
の
文
書
（
送

る
際
に

付
せ
ら

れ
る
陸
奥
国
司
解
文

の
案
文
等）

に
題
箋

を
付

し
て
保
管
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う。

③

②
の
場
合

の
陸
奥
国

に
お
い
て、
右
大
臣
へ
の
餞
馬

を
国
内

か
ら

調
達

し

た
際
の
受
取
状
を
保
管
し
て
い
た
も
の
で
は

な
い
か。

こ
れ
ら
三
点

の
う
ち、
い
ず
れ
の
ケ
ー

ス
が
最

も
可
能
性
が
高
い
か
は、
以

下
若
千

の
考
察

を
加

え
て
み
よ
う。

収
文

の
用
例

‘ー，a
 
,．'』-、

『
三
代
実録
」
元
慶
五
年
四
月
二
八
日
粂

先
レ
是 °
去
年
四
月
八
日 。
大
膳
史
生
矢
田

部
氏
永°
奸
私
作
二
諸
司
収
文
i

o

倫
二
取
淡
路
国
塩
代
米
五
十
料
余—

。
自
レ
此
奸
二
作
備
前
讃
岐
等
米
収
文一

之
事
発
露 。
出
納
諸
司
坐
二
此
事
二
下
レ
獄
者
衆 。
（
下
略）

(b) 

「
延
喜
主
計
式
j

凡
畿
内
諸
国
所
レ
進

調
銭。
勘
二
定

調
帳一
之
日。
具録
二
銭
数
―

°
移
二

送
穀
倉
院一
令
t

納 。
其
収
文
待
二
従
レ
官
下一
勘
会 °

(c) 

「
延
喜
主
計
式
j

凡
鋳
銭
司
所
レ
進
年
料
銭。
随
二
所
進
数―

°
且
附—ー
綱
丁ー
収
二
収
文＿

o

至
――
十
年
終
云p
t
進――
惣
帳—

o
勘
会
巳
詑
乃
与ーー
返
抄ー

0

(d) 

「
延
喜
主
計
式
j

凡
諸
国
貢

調
並
雑

物
綱
丁
等。

若
失ーー
諸
司
収
文一
有
レ
申
レ
官
者。
官
先

令
二
所
司
勘一
之 。
即
加――
外
題―

。
経
レ
省
下
レ
寮 。
更
写ーー
前
収
文
i

o

具
注――
其
由

i
o

允
属
共
署 °
捺
二
寮
印工
与
之 °

ま
ず
四
例
す
べ
て
「
収
文」
が
諸
国
か
ら

の
貢
進

物
に
対

し
て
中
央
の
諸
司

が
発

す
る
受
取
状
の
意
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る。
た
と
え
ば、
固
は
大
膳
史

生
矢
田

部
氏
永
が、
諸
司

の
収
文

を
奸
作
し
淡
路
国
米
五
十
斜
余

を
倫
取

し
た

こ
と
が
発
党

し、
追
求

の
結
果
さ
ら
に
備
前
讃
岐
等
の
収
文

を
も
奸
作
し
て
い

た
こ
と
も
明
ら

か
と
な
り、
出
納
諸
司
官
が

こ
れ
に
坐
し
て
下
獄
す
る
事
件

で

あ
る。
そ

の
点
は
次

の
例
も
同
様

で
あ
ろ
う。

「
類
緊
三
代
格
j

承
和
十
年
三
月
十
五
日
太
政
官
符

調
庸
並
雑
交
易
等

物
納
畢
之
日、
郡
司
綱
領
受――
取
諸
司
諸
家
返
抄
収
文

l

付
二

授
雑
掌ー

、
雑
掌
為

に請
1ー
返
抄―
与
二
寮
官

I

共
勘ーー
会
抄
帳ー

、
若
寸
絹

摂
米
有ーー
未
進一
者、
不
レ
与ーー
返
抄
i

o

こ
の
史
料

か
ら
は、

調
庸
並
び

に
雑
交
易
等

を
納

め
た
日
に
郡
司
が
諸
司
諸

家
よ

り
受
け
取
っ
た
の
は
返
抄
•

収
文

で
あ
り、
収
文
は
主
計
寮

に
お
い
て
返

抄
請
求

の
た
め
に
抄
帳
と
勘
会
さ

れ
る
こ
と
が
知
ら

れ
る。
そ
し
て
未
進
が
あ

っ
た
場
合
は
返
抄
は
与
え
ら

れ
な
い
の
で
あ
る。
結
局 、
収
文

の
性
格
は、

す

で
に
俣
野
好
治
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う

に
現
納
分

に
つ
い
て

の
仮
領
収
証
と

で
も
い
う
ぺ
き

も
の
で、
未
進
数
勘
出
の
役
割
を
も
っ
て
い
た
と
い

え
る

（
「
律
令
中
央
財
政
機
構
の
特
質
に

つ
い
て
—

保
管
官
司
と
出
納
官
司

を
中
心
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「
史
林」
六
十
三
巻
六
号

以
上

の
収
文

の
用
例
か
ら
は、

①
の
場
合

の
よ
う
な

右
大
臣
家
か
ら
陸
奥
守

へ
の
餞
馬

の
収
文

と
は
理

解
し
が
た
い

で
あ
ろ
う。

右
大
臣
家
か
ら
下
向

す
る

に
ー」

一
九
八
0
年
十

一
月）

。

新
任

の
陸
奥
守
に
餞
馬

す
る

場
合、

陸
奥
守
が
収
文

を
発
す
る

こ
と
は、

収
文

の
例

が
い
ず

れ
も
中
央

の
諸
司

が
発
す
る

も
の
で
あ
っ
た
点
か
ら
し
て

も
考
え

ヽ

く
く

g

)

 

．．．．
 

さ
ら
に
陸
奥
国

府
に

お
い
て、

題
箋

を
付
け

た
収
文

を
保
管

し
て

い

た
状
態

も
説

明
し
に
く
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

「
右

大
臣
殿
餞
馬」

の
用
例

「
権
記」

長
保
二
年
(
-
O
O
O)
九

月
十
三

日
条

（
左
大
臣）

奏
文
並
宣
旨

等
注
二
目

録
―

。
退

出
詣――
左
府
―

。
下
二
宣
旨―

。
帰
宅。

U

左
大
臣
殷）

出
羽

守
義
理
朝
臣

所
レ
送
密
状
並
貢
馬

解
文

等。

彼
息
男
為
義
持
来 。
左

大
殿

貢
馬
六
疋

解
文

在
レ
別。
（
ド

略）

出
羽
守
が
都

の
左

大
臣
殿

に
貢
馬

し
た
史
料

で
あ
る

が、
こ
の
「
左

大
（
臣）

「
右

大
臣
殿
餞
馬」

は
①

殿
貢
馬
六
疋

解
文」

と
い
う
表
記

を
参
照

す
れ
ば、

の
右

大
臣
殿
か
ら

の
餞
馬

の
意

で
は
な

く 、

②
③

の
右

大
臣
殿
に

対
す
る
餞
馬

と
解
す
る
こ

と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う。
た
だ
し、

③
は
陸
奥
国

内
か
ら

の
馬

の

調
達

で
あ
る
か
ら、

収
文

は
国
司

の
側
に

の
こ
さ
れ

る
の
は
案
文

で
あ
る

が、

こ
の
題
箋

に
は

CX)
案

と
は
な
い。

以
上

の
検
討
か
ら
は、

②
の
ケ

ー
ス

が
最

も
可
能
性

が
高

い
で
あ
ろ

う。

②

の
場
合

は
い
く
つ
か

の
付
帯
条

件
を
考
慮

し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

が、

こ
の
場

合
は
先
に
述
べ

た
よ

う
に
あ

く
ま
で
も
按
察

使
は
在
京

し
て
い
る

が、

陸
奥
国
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を
任
地

と
す

る
建
前
か
ら、

右
大
臣
昇

進
と
と
も
に
按
察
使
を
辞

す
る

こ
と
は

陸
奥
国

を
離

れ
る

行
為

と
み
て、

”
う
ま
の
は
な
む

け
II

と
い
う
名

目
の
も
と

に
貢
馬

し
た

と
理

解
す

る
の
で
あ
る。

こ
の
陸
奥
国
司
か
ら
右

大
臣
へ

の
餞
馬

は
お
そ
ら
く
陸
奥
国

の
貢
馬

の
一
形
態

と
し
て
恨
例
化

し、

そ
の
貢

進
に
対

し

て
右

大
臣
家
か
ら
収
文

が
陸
奥
国
司

に
与
え
ら
れ
た
と
想

定
す

る
こ

と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う。

な
お、

参
考

ま
で
に

大
納
言
兼
按
察

使
と
し
て、

右
大
臣

に
昇

進
し
た
人
物

を一
応
九
世
紀
末
か
ら
十
世
紀
前
半

ま
で
の
間

で
「

公
卿

補
任」

で
み
て

み
る

と、

つ
ぎ

の
と
お
り

で
あ
る。

昌
泰

四
年
九
O-
（
右

大
臣
任、

以
ド

同
じ）

従
三
位
源
光

延
長
二
年
九
二

四

正
三
位

藤
原

定
方

承
平
三
年
九
三
三

正
三
位

藤
原
仲

平

天
慶
七
年
九

四
四

正
三
位

藤
原

実
頼

天
暦
元
年
九

四
七

従
二
位

藤
原
師
輔

正
二
位

藤
原
師
手

康
保
四
年
九
六
七

本
遺
跡
は
遺
構

・
遺
物

な
ど

の
考
古
学
的
検
討
か
ら
も
国
司

の
館

と
想

定
す

る
有
力

な
根

拠
と
な

る
し、

さ
ら
に
国

守
の
館
で

あ
る

と
い
う
可
能
性

も
提
示

で
き
る
き
わ

め
て

重
要

な
資
料

で
あ
る
と
い
え

よ
う。
ま
た、

本
遺
跡
の
年
代

は
十
世
紀
前
半

と
さ
れ
て

い
る 。

こ
の
時

期
は、

律
令

体
制

の
衰
退

と
と
も
に

地
方
政
治

が
大
き
く

変
質

を
遂

げ
る

の
で
あ
る 。
地

方
政
治

の
中
心

と
な

る
国

府
に
お
い
て

も、

し
だ
い

に
国
司

の
館

の
役
割

が
そ
の
重
要
性

を
増

し
て
く
る

時
期
で
も
あ
る 。
（
鬼
頭
清

明
「
国
司

の
館
に

つ
い
て」

「
国
立

歴
史
民
俗
博

物
館

研
究
報
告
j

第
十
巽

一
九
八
六
年）

。




